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１．進捗状況判定集計表（全体）

R2 R3 R4 R5 R6 R2 R3 R4 R5 R6

Ａ 目標どおり 11 14 16 19 35.5% 45.2% 51.6% 61.3%

Ｂ 概ね目標どおり 15 12 9 8 48.4% 38.7% 29.0% 25.8%

Ｃ 努力を要する（一部達成） 5 5 6 4 16.1% 16.1% 19.4% 12.9%

Ｄ その他（未達成） 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

計 31 31 31 31 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

判定 内容

項目数 割合

（参考）進捗状況の判定の基準

Ａ判定：指標・取り組み内容が達成された場合（目標達成率が１００％以上の項目）

Ｂ判定：目標達成に向けて順調に進捗している場合（目標達成率が８０％以上、１００％未満の項目）

Ｃ判定：取り組みに着手しているが、まだ取り組みが不十分の場合（目標達成率が８０％未満の項目）

Ｄ判定：取り組みに着手できていない場合

＜令和5年度＞

　Ａ判定またはＢ判定である割合が約87％（31項目中27項目）と昨年度より高くなった。
　Ｃ判定の項目が4項目（項目番号：9番、12番、16番、22番）あり、これらの項目についてはさらに取り組みを進める必要がある。

※項目番号　9番　公文書管理の見直し
　　　　　 12番　職員提案制度の充実
　　　　　 16番　指定管理者制度の推進
　　　　　 22番　外郭団体の自立的運営基盤強化
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4

R2 R3 R4 R5 R6 R2 R3 R4 R5

１　効果的・効率的な組織機構の構築 Ａ 目標どおり 1 2 3 4 9.1% 18.2% 27.3% 36.4%

　 Ｂ 概ね目標どおり 8 7 5 6 72.7% 63.6% 45.5% 54.5%

（11項目） Ｃ 努力を要する（一部達成） 2 2 3 1 18.2% 18.2% 27.3% 9.1%

Ｄ その他（未達成） 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

２　人材の育成 Ａ 目標どおり 2 3 2 2 50.0% 75.0% 50.0% 50.0%

（4項目） Ｂ 概ね目標どおり 1 0 1 1 25.0% 0.0% 25.0% 25.0%

Ｃ 努力を要する（一部達成） 1 1 1 1 25.0% 25.0% 25.0% 25.0%

Ｄ その他（未達成） 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

３　公共施設の適切な管理運営 Ａ 目標どおり 0 0 1 1 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%

　 Ｂ 概ね目標どおり 2 1 0 0 100.0% 50.0% 0.0% 0.0%

（2項目） Ｃ 努力を要する（一部達成） 0 1 1 1 0.0% 50.0% 50.0% 50.0%

Ｄ その他（未達成） 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

４　計画的な財政運営の推進 Ａ 目標どおり 1 2 3 3 20.0% 40.0% 60.0% 60.0%

　 Ｂ 概ね目標どおり 3 3 1 1 60.0% 60.0% 20.0% 20.0%

（5項目） Ｃ 努力を要する（一部達成） 1 0 1 1 20.0% 0.0% 20.0% 20.0%

Ｄ その他（未達成） 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

５　安定的な財源の確保 Ａ 目標どおり 7 7 7 9 77.8% 77.8% 77.8% 100.0%

（9項目） Ｂ 概ね目標どおり 1 1 2 0 11.1% 11.1% 22.2% 0.0%

Ｃ 努力を要する（一部達成） 1 1 0 0 11.1% 11.1% 0.0% 0.0%

Ｄ その他（未達成） 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

計 31 31 31 31

割合

２．進捗状況判定集計表（重点課題別）

重点課題 判定 内容
項目数



番号 　取り組み事項 R2 R3 R4 R5 R6 合計

29 市有財産の有効活用 見込額 2,000 2,500 3,000 3,000 3,000 13,500

効果額 3,410 21,274 6,702 4,302 35,688

番号 　取り組み事項 R2 R3 R4 R5 R6 合計

30 広告事業等の充実 見込額 1,226 1,226 1,226 1,226 1,226 6,130

効果額 1,380 1,289 8,032 1,271 11,972

番号 　取り組み事項 R2 R3 R4 R5 R6 合計

31 ふるさと納税の充実 見込額 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 4,000,000

寄附額 855,114 700,821 1,115,144 1,453,149 4,124,228

　31番「ふるさと納税の充実」については、寄附額が見込額を上回り、目標を達成することができた。
　令和5年度の取り組みとして、多久市ふるさと応援寄附の寄附額のシェアが高い楽天ふるさと納税に特化した広告を継続し、寄附者・寄附額の増
加に繋げた。（令和5年度寄附者数：70,052人）
　今後も寄附者数及び寄附額のさらなる増加に向けた取り組みを進める必要がある。

３.財政効果額集計表

（単位：千円）

　29番「市有財産の有効活用」については、効果額が見込額を上回り目標を達成することができた。
　令和5年度の実績においては、貸付料による収入と公売による売却収入の両方を得ることができた。
（貸付収入：4,045,000円、売却収入：257,000円）
　今後も貸付及び公売の両方で収入を確保していく必要がある。

（単位：千円）

　30番「広告事業等の充実」については、市報広告では目標を達成しているものの、ホームページ及び封筒広告は目標に達しておらず、さらなる
取り組みの必要がある。

（単位：千円）
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6
４．進捗の状況

（1） 効果的・効率的な組織機構の構築

番号 取り組み項目 取り組み方針 取り組み内容（目標） 期待される効果 R2 R3 R4 R5 R6 取り組み状況

検討 ⇒ ⇒ ⇒ 実施

Ｂ Ｂ Ｂ Ａ

検討 ⇒ 実施 ⇒ ⇒

Ａ Ａ Ａ Ａ

検討 ⇒ 実施 ⇒ ⇒

Ｂ Ｂ Ａ Ａ

職員における利活用が実施されている。
（会議件数560件、内ホスト開催18件）
※コロナ禍の影響がなくなり、対面での会
議が増えたため、前年度と比較して件数は
減少している。
【参考】令和4年度：会議件数673件、内ホ
スト開催71件

1
情報システムの再
構築と品質管理

効果的な情報システムの再
構築を行う。

2 ＷＥＢ会議の推進 ＷＥＢ会議を推進する。 ＷＥＢ会議の推進

・会議出席に係る時間や旅費
等のコスト削減
・効果的な会議の実施
・紙資料の削減、印刷配布作
業の削減

国が示す基幹業務システムの
標準システムを導入する。

・住民サービスの向上
・事務の効率化、標準化
・運用保守費用の削減

令和7年度の標準準拠システム移行完了に
向け、業者と毎月定例会を実施して情報共
有を行い、導入に向けた事前準備を行っ
た。
また、戸籍等基幹システム以外を使用して

いる業務の標準化についても、基幹システ
ムの標準化に合わせスムーズな移行ができ
るよう業者間の調整を行った。

ＩＣＴ機器を活用
した業務改善

タブレットＰＣを活用した
業務効率化の推進。

タブレットＰＣの導入と効果
的な活用

・紙資料の削減、印刷配布作
業の削減
・テレワークの導入

テレワーク端末30台を活用してテレワー
クを運用した。用途としては、在宅ワー
ク、出張勤務、会議での活用で173件（在宅
ワーク48件、その他ワーク125件）
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４．進捗の状況

（1） 効果的・効率的な組織機構の構築

番号 取り組み項目 取り組み方針 取り組み内容（目標） 期待される効果 R2 R3 R4 R5 R6 取り組み状況

検討 ⇒ ⇒ 実施 ⇒

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

検討 ⇒ ⇒ ⇒ 結論

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ

検討 ⇒ ⇒ ⇒ 実施

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

文書の電子決裁システム導
入による業務効率化、ペー
パーレス化を推進する。

・文書管理システムに新たに
電子決裁機能を追加
・電子ファイリングシステム
の導入

・決裁の迅速化、効率化
・文書の電子化による検索性
向上と保存の省スペース化
・ペーパーレス化の推進

（情報政策課）
・プロジェクトチームで文書電子決裁シス
テムのデモや研究・検討を行い、令和6年度
中に電子決済を一部で試験的に開始するこ
ととした。
・プロジェクトチームで財務会計における
電子決裁に係るデモや研究・検討を行った
が、実施にはBPR（ビジネスプロセス・リエ
ンジニアリング）が必要であるため、継続
検討となった。
（総務課）
・R4年に引き続き、現在利用中のグループ
ウェアによる文書電子決裁システムの検討
を行った。
・業者による文書システムについて、情報
課と共にデモを受けた。

5
地図情報システム
（ＧＩＳ）の検討

地図情報を業務に活用する
ＧＩＳ導入の検討を行う。

ＧＩＳの最新動向を調査し導
入運用に係る課題やコストな
どを整理し導入の是非を検討
する。

・事務の効率化
・歳出の削減
・住民の利便性向上

（情報政策課）
国が進めるぴったりサービスを一部の申

請で運用中である。
令和6年度において導入する申請数を拡大

する予定。

6
マイナンバー活用
の促進

社会保障・税番号制度の効
果的な活用を図る。

マイナンバーカードの普及
と、市民サービスの拡充を図
る。

・市民の利便性の向上
・行政の効率化
・公平公正な行政の実施

庁舎内のサポートコーナー常設及び福祉
施設、企業、個人宅への出張サポートを継
続した。

併せて、住民異動受付窓口での異動手続
きの際、未取得者への働きかけを実施し
た。

取り組みにより交付率は増加したが目標
値には届いていない。
（交付率：83.65％）

7 電子申請の推進
国・県が示す電子申請シス
テム導入を目指す。

・マイナポータル等を活用し
た電子申請の導入推進を図
る。
・基幹システム等に連携でき
るシステム構築を行う。

・利用者の利便性向上（ポー
タルを活用した各種申請手続
きのワンストップ・オンライ
ン化）
・業務の効率化

他自治体で導入実績がある事業者数社に
依頼して、実際にGISを使用する頻度が高い
関係課の職員に対して、統合型や公開型の
GISのシステムやサービス、他市町における
稼働状況など今後の導入可否検討のための
勉強会を開催した。次年度において検討を
進捗させる予定。

4
電子決裁システム
等の導入
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8
４．進捗の状況

（1） 効果的・効率的な組織機構の構築

番号 取り組み項目 取り組み方針 取り組み内容（目標） 期待される効果 R2 R3 R4 R5 R6 取り組み状況

検討 ⇒ 実施 ⇒ ⇒

Ｂ Ａ Ａ Ａ

検討 ⇒ ⇒ 実施 ⇒

Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

不要文書（機密文書）の廃棄については
中間処理業者へ持込・処理することによ
り、書庫や各課の文書保管場所についても
多少のスペースが確保出来ていると思われ
る。適正な管理のための制度については、
確立できていない。

8
強制徴収できる債
権の集約化の検討

強制徴収できる債権の集約
化へ向けて課題等を検討
（業務範囲、組織体制、シ
ステム等）

強制徴収できる債権を一元的
に管理し、強制徴収ができる
体制にする。

・一元的に滞納整理を行うこ
とで、効果的・効率的な滞納
整理が期待できる。

令和4年度より強制徴収債権の一元化を開
始。関係課と連携を取りながら税務課納税
係が納付折衝・財産調査・滞納処分等を
行った。（差押実績：2件）

令和5年度は、強制徴収債権・非強制徴収
債権（私債権含む）に従事する担当職員を
対象に債権管理研修を2回、加えて、各課で
保有する債権の個別検討会を行い、進行管
理を行った。

9
公文書管理の見直
し

公文書の管理の方法、手続
等を見直し、情報の適切な
保存を図る。

公文書の管理体制、保管場所
等を検討し確立する。

・公文書の適切な管理

令和5年度からの定年引き上げに伴い、60
歳以降の働き方については選択肢が増え、
情報提供に努めるとともに、退職者及び再
任用希望者の把握に努め、おおむね適正な
職員定数の管理を行うことができた。

役職定年職員及び再任用職員の定員管
理・配置については、人数やその者の経験
等を踏まえ、より一層適正管理に努めた
い。

10
ワーク・ライフ・
バランスの推進

年間総労働時間の縮減と職
員のワーク・ライフ・バラ
ンスの充実のための制度に
ついて推進する。

・ノー残業デーの周知徹底
・計画的休暇の取り組みの促
進
・フレックスタイム制の導入
の検討

・勤務時間の削減による労働
環境の向上
・仕事と生活の調和が図られ
る
・時間外手当等の抑制

令和5年の年次有給休暇の取得率は32.9％
と、令和4年度と比べ大幅な改善となった
が、目標値の達成とはいかなかった。ワー
ク・ライフ・バランスを意識した休暇取得
については年々向上しているものと考えら
れる。

ノー残業デーの取組については、年度当
初に、毎日がノー残業デーという意識を持
つよう周知し、年間総労働時間の縮減に努
めることができた。

総労働時間削減とワークライフバランス
の充実のために様々な取り組みを考えた
い。

11 定員管理の適正化
再任用職員の増加や定年延
長を踏まえ、業務量に応じ
た適正な人員管理を行う。

・職員適正化計画の策定
・再任用職員の定員管理

・職員配置の適正化
・再任用職員の管理



４．進捗の状況

（2） 人材の育成

番号 取り組み項目 取り組み方針 取り組み内容（目標） 期待される効果 R2 R3 R4 R5 R6 取り組み状況

検討 実施 ⇒ ⇒ ⇒

Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

Ａ Ａ Ａ Ａ

検討 ⇒ 実施 ⇒ ⇒

Ａ Ａ Ａ Ａ

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

Ｃ Ａ Ｂ Ｂ

令和5年度は、昨年度に引き続き、自治大
学校やアカデミー研修等の長期研修に派遣
することができた。市町村振興協会の研修
については、WEB方式・集合研修を使い分
け、能力や資質の向上を図ることができ
た。

自主的な研修受講を推進するため、研修
の受講希望調査等を行い、延べ15人が自ら
希望し各種研修を受講したが、目標達成に
は至らなかったので、増加するよう工夫し
たい。

また、引き続き、文部科学省及び九州厚
生局に派遣し、人事交流に取り組むことが
できた。

15 能力の向上

業務改善、政策形成などの
能力領域の向上に努める。
また、事務引継書の効果的
な活用と改善に取り組むな
ど業務能力向上に努める。

・研修を効果的、充実したも
のや、応募方式の拡充を実施
する。
・セルフプランニング研修、
研究会の立上げ、運営を支援
する。
・業務引継書、定型事務マ
ニュアルの作成
・自治大学、アカデミー等の
研修受講

・政策形成能力と説明責任能
力の向上
・資質の向上
・効率的な行政事務の遂行

試験方法を、テストセンター方式に変更
したことにより、採用試験の応募者数は一
定数確保はできているが、合格者の辞退が
多い状況であり、対策が必要である。

そういう状況ながらも、追加募集分の面
接試験では、試験方法を工夫し、優秀な人
材の確保に努めることができた。

13
人事評価制度の活
用

人事評価制度を活用し、職
員の能力開発や人材育成・
適正な人事管理を図る。

人事評価により、職員個々の
強み・弱みを把握し、職員個
人に応じた人材育成を図る。

・職員の能力開発、人材育成
・持続可能で成長する組織づ
くり

人事評価を年間を通して実施した。ま
た、人材育成の観点からの人事評価や人事
評価におけるマネジメントや面接について
の評価者研修を行い、職員の人材育成につ
いて、全職員が高い意識を持って、人事評
価を実施できた。

また、新規採用職員に対しても、人事評
価の必要性や目的について研修を行った。

14 優秀な人材の確保

優秀な人材を確保するため
に、採用試験の方法の工夫
を図るとともに任期付き職
員制度を活用する。

採用試験方法の工夫・見直し
や、任期付の職員採用制度を
導入する。

・専門的な知識や優れた識
見、培われた経験等による行
政事務の高度化、効率化

・令和4年度募集分の審査
・令和5年度募集、一般提案への全職員から
の意見募集を行った。

令和4年度募集分の審査結果としては、23
件中2件が3級、2件が努力賞となり、内努力
賞の「庁用車運転日誌データ化」について
は、令和6年度4月より実施している。
【提出件数（令和5年度分）】
　一般提案：　23件
　改善報告：　 4件　計27件

12
職員提案制度の充
実

随時職員提案制度の見直し
を行い、提案数の増加を図
る。

一係一提案を目指す。
・業務改善の視点の意識化
・事務能率の向上

9



10
４．進捗の状況

（3）公共施設の適切な管理運営

番号 取り組み項目 取り組み方針 取り組み内容（目標） 期待される効果 R2 R3 R4 R5 R6 取り組み状況

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ

検討
実施

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

Ｂ Ｂ Ａ Ａ

（総合政策課）
　令和５年３月に策定した個別施設計画や
総務省において改訂された「公共施設等総
合管理計画の策定等に関する指針」に基づ
き、多久市公共施設等総合管理計画を改訂
した。（令和６年３月）
（財政課）
　市有地利活用対策会議を開催し、新たに
施設の市有地の分筆・売却への検討、廃止
予定施設・跡地の利活用の方向性について
協議を実施した。公売決定地については、
地積修正等の登記申請の遅れから公売まで
には至らなかった。

16
指定管理者制度の
推進

指定管理者制度導入施設の
検討を行う。

・導入施設の効果検証
・ＰＦＩ方式等の導入検討

・市民サービスの向上
・経常経費の削減
・利用者の満足度向上
・施設の有効利用

令和5年度に、令和6年4月1日からを指定期
間とする施設を1施設増とした。指定管理可
能施設61施設中、指定管理施設は28施設と
なっている（令和6年4月1日現在）。
PFI方式等については、WEB研修を受講し

た。

17
市有地・公共施設
の今後のあり方の
検討

市有地の利活用策や公共施
設の総量適正化、長寿命化
等を検討する。

市有地の利活用や公共施設の
適正化、長寿命化に関する協
議を市有地利活用対策会議等
で実施する。

・施設の有効活用
・売払収入、貸付料、固定資
産税等の歳入の増加
・管理費用の削減



４．進捗の状況

（4）計画的な財政運営の推進

番号 取り組み項目 取り組み方針 取り組み内容（目標） 期待される効果 R2 R3 R4 R5 R6 取り組み状況

検討 実施 ⇒ ⇒ ⇒

Ｂ Ｂ Ａ Ａ

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

Ｂ Ａ Ａ Ａ

実施 ⇒ ⇒ ⇒ 移行

Ａ Ａ Ａ Ａ

検討 ⇒ ⇒ ⇒ 実施

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ

（商工観光課）
多久市観光協会で実施している体験型観

光aini(アイニ)において、楊琴（ようき
ん）体験プランが好評であり、収益も伸び
てはいるが、自走できるほど十分ではな
い。
（教育振興課）

団体の性質上、公益目的事業が主であり
自主財源の確保が難しい面もあるが、市の
財政負担を少しでも削減できるよう努めて
いる。施設利用料の見直し等について、財
政健全化プロジェクトの中で取り組んでい
る。

22
外郭団体の自立的
運営基盤強化

外郭団体における自主的・
自立的な経営基盤の確立

外郭団体ごとに適正、効率的
な運営ができるよう指導を行
う。

・外郭団体の自主的、自立的
運営の促進
・市の財政負担の削減

経営戦略の見直しを次年度に実施するた
め、予算化を行った。

20
下水道事業公営企
業法適用

下水道事業公営企業法適用
へ移行する。

基礎調査・資産整理及び評
価、法適用移行事務、企業会
計システム構築業務を行う。

・中長期的な視点に立った計
画的な経営基盤の強化が図ら
れる

　
令和5年度から公営企業法を適用した。

21 下水道料金の検討 適正な使用料金の検討。 使用料金の見直し ・事業の安定経営

取り組み方針に基づき、県人事委員会勧
告等による給与の適正化に努めた。

また、令和6年度から、会計年度任用職員
の勤勉手当について支給できるよう条例改
正を行い、管理職員特別勤務手当を支給で
きるよう新たに規則を制定した。

18
事務事業評価シス
テムの見直し

総合計画と連動した事務事
業評価を実施する。

総合計画の進捗管理とあわせ
た事務事業評価を実施する。

・効果的な事業推進
・説明責任の充実

 継続259事業、新規51事業の評価を実施。
事業の変更、見送り、廃止など、事務事業

の見直し、改善を図った。

19 給与の適正化
人事院勧告・県人事委員会
勧告による給与の適正化に
努める。

・県人事委員会勧告に基づく
給与の適正化
・職務職階級や特殊勤務手当
の運用の検討

・給与の適正化
・職責意識の明確化

11
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４．進捗の状況

（5）安定的な財源の確保

番号 取り組み項目 取り組み方針 取り組み内容（目標） 期待される効果 R2 R3 R4 R5 R6 取り組み状況

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

Ａ Ａ Ａ Ａ

検討 ⇒ 実施 ⇒ ⇒

Ｂ Ａ Ａ Ａ

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

Ａ Ａ Ａ Ａ

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

Ａ Ａ Ｂ Ａ

26
保育料の徴収率の
向上

・保育料納入指導事務の一
部を保育園に委託し、保育
園の協力を得ながら徴収率
の向上を図る。
・定期的に電話による納付
依頼と毎年、強化月間等を
設けて滞納者への訪問を実
施する。
・滞納者については児童手
当を現金支給し面談を行い
納付を促す。

・児童手当を活用した納付依
頼の強化を行う。
・保育料納入指導事務の一部
を保育園に委託する。

・歳入の増加
・納入意識の向上
・園との情報交換の強化

・滞納者については、児童手当を現金支給
とし、面談納付指導。
・令和４年度より強制徴収債権の一元化を
開始、関係課と連携を取りながら、納付折
衝・財産調査・滞納処分等を税務課納税係
が行っている。
・税務課が開催する債権管理・債権回収の
研修会等に参加し、関係各課と連携しなが
ら多久市全体の債権回収・縮小に努めてい
く。

徴収に対する知識の習得や滞納処分実行
を目的とし、滞納整理指導員の債権管理研
修の実施に加え、徴税吏員の個別案件検討
を適宜行った。また、納付が滞っている方
に対し、催告状・差押予告書などを早期の
段階で発送し接触を試みたことにより、市
民の方の納税意識向上の効果が出ている。

【徴収率見込（市民税、固定資産税、軽自
動車税）】

24
税、料金の納付手
段拡大の検討

口座振替による納付の推進
と、新たな納付手段を検討
する。

スマホ決済収納等による納付
手段の拡大を図る。

・市民の利便性向上

　市民の利便性向上を目的とし、令和4年度
からスマホ決済収納の開始
（PayPay/LINEPay/PayB）とコンビニ収納の
料金科目（後期高齢者医療保険料、保育
料、公共下水道負担金、農業集落排水分担
金、住宅使用料）の拡大を行った。
　上記納付手段の利用促進のため、税務課
が使用する封筒にはコンビニ納付やスマホ
決済が可能である旨記載し、また、市報や
市HP、行政放送にて同様の広報を行った。

25 税の徴収率の向上

納税に関して専門的な方法
の習得や関係団体との連携
を継続し、滞納処分の強化
を図る。

・専門的な徴収方法を習得。
・佐賀県税事務所との連携強
化。

・徴収率向上による歳入の増
加
・税負担の公平性の確保

収納事務を委託している佐賀西部広域水
道企業団との連携をはかり、徴収率の維
持・向上に努めた。

23
下水道料金の徴収
率の向上

下水道使用料収納事務を佐
賀西部広域水道企業団に委
託し企業団との連携を図る
ことで、徴収率の維持・向
上を図る。

収納事務等の効率的な体制を
確立。

・徴収体制の効率化及び強化
・下水道料金徴収率の維持・
向上



４．進捗の状況

（5）安定的な財源の確保

番号 取り組み項目 取り組み方針 取り組み内容（目標） 期待される効果 R2 R3 R4 R5 R6 取り組み状況

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

Ａ Ａ Ａ Ａ

検討 ⇒ ⇒ ⇒ 実施

Ｃ Ｃ Ｂ Ａ

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

Ａ Ａ Ａ Ａ

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

Ａ Ａ Ａ Ａ

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

Ａ Ｂ Ａ Ａ

返礼品紹介ページをリニューアルし、効
果的・戦略的な広告露出を引き続き行っ
た。併せて、関係人口者へのＰＲも強化し
たことで、寄附額増加に繋げた。
（令和 5年度寄附者数70,052人、寄附額
1,453,149,000円）

30 広告事業等の充実
封筒等官民協働による印刷
物の作成や広報誌等の広告
掲載を継続する。

市報、ホームページへの広告
掲載を継続するとともに、新
たな広告媒体への取り組みを
実施する。

・財源確保
・経費節減
・官民協働の推進
・市民生活に密着した情報の
提供

(情報政策課)
・市報広告
1枠8,000円×109.5枠（7者）＝876,000円
・ホームページ広告
5,000円×（12か月×1者+5か月×1者）
＝85,000円
（財政課）
・広告封筒
角2封筒：17 円/枚× 8,000枚（136,000
円）
長3封筒：5.8円/枚×30,000枚（174,000
円）

31
ふるさと納税の充
実

ふるさと納税ポータルサイ
トの活用

安定した寄附額の確保

・市、地域産業（特産品）の
振興
・市のＰＲ
・歳入の増加

　公売の実施はできなかったが、市有地1か
所（砂原）の売却を行い、257千円の収入が
あった。
　貸付については、4,045千円の収入があっ
た。

28
使用料、手数料の
見直し

受益者負担を基本に、使用
料、手数料の見直しを行
う。

使用料・手数料について、受
益に応じた見直しや検討を実
施する。

・受益者負担の原則による平
等性の確保

令和５年１２月市議会定例会にて関係条
例の改正を行ない、令和６年４月１日より
施行した。

29
市有財産の有効活
用

市の事業で必要な財産は、
利活用案を計画。不要な財
産は、売却条件等をさらに
見直して遊休地の売却を促
進する。

市有地利活用対策会議等で協
議し、ホームページで不要財
産の掲載を行い、遊休地の売
却、貸付けを行う。

・売払収入、貸付料、固定資
産税等の歳入の増加
・管理費用の削減

・学校と連携し、滞納が長期化する前に義
務者との連絡がとれる状況を確保。
・児童手当からの申出徴収を推進すること
により負担感を軽減し、確実な収納につな
げた。
・支援が必要な家庭には、就学援助等を活
用し未納を防いだ。
・過年度分未収金については、徴収業務を
弁護士事務所に委託し収納につなげた。

27
給食費の徴収率の
向上

徴収強化に取り組む。

・学校と連携する。
・児童手当申出徴収推奨。
・臨戸訪問による徴収を行
う。
・過年度分未収金徴収業務の
委託。

・公平性の確保
・学校給食の適正な運営
・徴収業務の効率化
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